
月～金曜日（祝・休日、年末年始：12 月 29 日～ 1 月 3 日を除く）：午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分
第２火曜日（祝日を除く）：午後 7 時まで開庁時間を延長（証明書発行など一部の業務）　
第２土曜日：午前 8 時 30 分から正午まで（証明書発行など一部の業務）

【役場の開庁時間】

主
な
内
容

新型コロナワクチン接種について
令和３年度子育て世帯への臨時特別給付金（支援給付）について

【役場の臨時開庁時間】
3 月 26 日（土）、４月２日（土）の午前８時 30 分から正午まで（住民異動に関する一部の業務）
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■ 土曜日の臨時開庁について
■ 運転免許証自主返納について
■ 基山町人事行政の運営等に関する状況について
■ 国民健康保険・国民年金の手続きは忘れずに！
■ 第三者行為でケガや病気をしたときは必ずお届けを！
■ 国民年金保険料 産前産後期間の免除制度について
■ 後期高齢者医療制度 医療費の窓口負担割合が変わります
■ 基山駅前送迎用駐車場の使用制限について
■ 令和４年度　狂犬病予防集合注射をご利用ください
■ 令和４年度　福祉タクシー利用助成券を交付します
■ 令和４年度　病後児保育の事前登録を受け付けます
■ 基山町地域おこし協力隊・集落支援員　活動報告会を開催します
■ 令和 4 年度　こどもの健康カレンダー
■ オレンジカフェのご案内
■ ＡＴＭで還付金の手続きは詐欺です！
■ 交通安全コラム Vol.32
■ 消費生活コラム Vol.28
■ 第５回きやまジュニアダンスフェスティバルの開催を延期します！
■ 図書館だより

□ まちの話題　　
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申申込み先 問問合せ先 ファックス メールアドレス

1 月 29 日（土）、基山町
民会館で「らんま先生の
eco 実験パフォーマンス」
が開催されました。空気
砲・遠心力や水と環境の
実験などのパフォーマン
スの披露、SDGs など環
境についての講演をして
いただきました。

お知らせ  

　転入・転出などの届出が多い３月下旬から４月上旬について、窓口の混雑緩和と来客の分散化による新型
コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、住民異動（転入・転出・転居）に関連する一部の業務に限って、
臨時的に開庁します。お気軽にご利用ください。
※通常の開庁時間及び対応業務が異なりますのでご注意ください。
◆開庁する日：令和４年３月 26 日（土）、４月２日（土）

◆開 庁 時 間： 午前８時 30 分から正午まで

◆開庁する窓口及び対応業務：３月１日号広報又は基山町ホームページをご確認ください。

問総務企画課　行政係　☎９２－７９１５

土曜日の臨時開庁について
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▼１回目・２回目接種について
１回目・２回目の接種をご希望の方は、プラチナ社会政策室へ電話又は来庁での予約をお願いします。
現在の接種可能な曜日をご案内いたします。予約時に希望する接種日を複数お伺いします。

新型コロナワクチン接種について
問 福祉課　プラチナ社会政策室　☎８５－７０５６

電話・来庁は午前 9 時～午後 5 時：土日祝日休
※来庁時は「接種券」をご持参ください。

全体ワクチン接種状況
回数 接種率 接種人数（人）対象者（人）
1回目 87.6％ 13,828

15,787
2 回目 87.2％ 13,762
3 回目 21.6％ 3,199 14,822

令和 4 年 2 月末日時点

①ラインアプリ ② WEB ③電話又は来庁 ④その他

二次元コード
を読み取り、
予約画面に
進んでくだ
さい。

https://vc.liny.jp/3140 ☎０９４２－８５－７０５６
（役場プラチナ社会政策室）

（午前９時～午後５時）
※土日・祝日は休み
※来庁の場合は「接種券」を

ご持参ください。

障がい等で①～③が難しい方は、
ＦＡＸ・メールをご利用いただけ
ます。
０９４２－９２－７１８４　　
fukushi@town.kiyama.lg.jp

接種方法（成人）

接種方法 会場 接種日
集団接種 きやま鹿毛医院（集団接種は武田／モデルナのワクチンを使用します。） 日曜日

個別接種
町内は６医療機関（50 音順）
池田胃腸科外科、鹿毛診療所、さかい胃腸・内視鏡内科クリニック、
つくし整形外科、中洲医院、なるお内科小児科

各医療機関の
予防接種実施日

集団接種・個別接種（町内は６医療機関）の２種類あります。接種会場・日時によって使用するワクチンが異なりま
すのでご了承ください。※予約・お問い合わせは各医療機関ではありません。上記の予約方法をご覧ください。

　新型コロナワクチン小児接種の予約を開始しております。個別接種のみとなります。接種券がお手元に届いた方
は予約ができます。
　接種開始日は３月14日（月）からです。接種会場は、「つくし整形外科」と「なるお内科小児科」です。
接種日について、事前にお知らせしていた内容と少し変更がございます。つきましては、以下のとおりとなりますの
でご確認ください。

５歳～ 11 歳の小児接種について（３月７日（月）より予約受付中）

◆なるお内科小児科（３月20日から接種開始）

●接種実施日

※２回目接種が 11月以降の方につきましても、３回目が接種できるひと月前に順次接種券を発送します。
※接種券等が届いた方は、必ず中をご確認いただき、希望する接種場所の予約をお願いします。
　また、現時点では、18 歳未満の方は３回目接種の対象となっていませんのでご了承ください。
※対象にも関わらず接種券等が届かない方は、プラチナ社会政策室までご連絡ください。

◆なるお内科小児科（３月20日から接種開始）

（新）

※日曜日の予約は４月 3 日まで　※月・火・金・土は週で変更あり

（旧）

表のとおり、２回目を接種した方に接種券を発送しております。

３回目接種について（３月 11 日（金）より予約受付中）

2 回目接種月 3 回目接種券発送 ご本人での接種予約有無

9・10月 3 月４日（金） 必要 接種券が届いたらご自身での接種予約が必要です。

予約方法について（成人・小児共通）

日 月 火 水 木 金 土
午前 ● ● ● ● ●

日 月 火 水 木 金 土
午前 ●

午後 ● ●

日 月 火 水 木 金 土
午前 ● ●

午後 ● ● ●

◆つくし整形外科（３月14日から接種開始）
日 月 火 水 木 金 土

午前 ● ● ● ● ●

◆つくし整形外科（３月14日から接種開始）
変更なし

変更あり
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　離婚等により児童を養育しているにもかかわらず、既に支給が進んでいる子育て世帯への臨時給付金を受け取っ
ていない方に対し、子育てを支援する目的で支給しています。

■ 支給対象となる児童

①　令和４年３月分の児童手当（特例給付を含む）支給対象となる児童
②　令和４年２月 28日時点で高校生等（平成 15年 4月 2日～平成 18年 4月 1日生まれ）の児童

※なお、元配偶者等から既に支給している臨時給付金を受け取っている場合は、その金額を控除した金額を支給します。

「子育て世帯への臨時特別給付金」に関する “ 振り込め詐欺 ” や “ 個人情報の詐取 ” にご注意ください。
ご自宅や職場などに基山町から問い合わせを行うことがありますが、ATM（現金自動預払機）の操作をお
願いすることや支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話が
かかってきた場合には、すぐに基山町役場の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。

■ 支給対象者

上記に記載のある児童の保護者で、下記要件のいずれかに該当する者
①　令和３年９月分の児童手当（特例給付を含む）の受給者ではなかったが、令和４年３月分の
　　児童手当の受給者
②　令和３年９月 30日において高校生等を養育していなかったが、令和 4年 2月 28日時点に
　　おいて高校生等を養育している者
③　その他これに準ずる者

■ 支給額　 対象児童一人につき 10 万円

支給対象者の所得が児童手当の
本則給付に該当する場合

■ 申請期限 令和４年 4月28日（木）
　　（郵便の場合は必着）

■ 支給額　 対象児童一人につき 5 万円

支給対象者の所得が児童手当の
特例給付に該当する場合

■ 申請期限 令和４年3月31日（木）
　　（郵便の場合は必着）

基山町独自の
給付金です。

■ 支給時期

申請書の提出を受けて支給を決定し、順次口座に振り込みます。入金の確認は通帳等でご確認ください。（確
認ができなかった場合は、お問い合わせください。）

■ 支給方法

申請時に指定した口座に振り込みます。
※振込指定口座の解約や変更等により振り込みできない場合は給付金が支給されませんので、
　令和 4 年 3 月 31 日（木）までに必ずご対応をお願いします。

問こども課　こども家庭係　☎９２－７９６８

はじめに・・・「申請は必要ですか？」
　今回の支給を受けるに当たっては、全員申請が必要です。
申請書は、基山町ホームページ及びこども課窓口に用意しています。
なお、添付書類等は、申請書に記載しておりますので、申請書とともに提出してください。

令和３年度子育て世帯への臨時特別給付金（支援給付）について
離婚家庭等の方へ、申請が必要です！

！
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　町では、65歳以上の方の運転免許証の自主返納の受付をしています。これは、基山町職員が代理人として、鳥
栖警察署で申請による運転免許の取消し手続を行うものです。

▽自主返納するためには
①原則として、運転免許証が有効であること。

　②本人（65歳以上の方）が申請を行うこと。　　　
　③運転可能な免許種類全ての返納であること。　　※本人が申請できない場合は、お問い合わせください。

▽持参するもの
申請者本人の運転免許証、印鑑（認印可）

　【運転経歴証明書の交付を希望する場合】発行手数料 1,100 円　
　※運転経歴証明書に掲載する顔写真を役場で撮影させていただきます。

▽受付場所 基山町役場１階 　住民課 くらしの安心・安全係
▽受付日時 水曜日を除く平日　午前 8時 30分～ 12時

問① ② ③：住民課　くらしの安心・安全係　☎８５－８１７１
　 　④　  ：定住促進課　地域公共交通係　 ☎９２－７９２０

役場で手続きができます！ 運転免許証自主返納手続きのご案内

問住民課　くらしの安心・安全係　☎８５－８１７１

運転免許証自主返納について

安全で安心して暮らすために！ 運転免許証自主返納支援事業のご案内

町では、運転免許証を自主返納された方が、生活の移動手段であった自動車やバイクを使用できなくなること
で、買い物に行くことや通院が負担となり外出をされなくなることを防ぎ、今後も安全で安心して暮らしていただ
けるよう、いくつかの支援を行っています。
▽支援内容 ※①～③の補助対象者は、65歳以上の方です。

①運転経歴証明書の交付手数料の補助
　　運転経歴証明書の交付を受けて１年以内の方に、交付手数料 1,100 円を補助します。
　②タクシー助成券の交付
　　年度につき、タクシー助成券を１人最大６千円分（500 円券を 12枚）、最初の交付申請年度から５年間
　　交付します。
　③電動カート購入費の補助

　免許返納から５年以内に購入された電動カート購入費の３分の１（上限５万円）の額を補助します。
　④きやまコミュニティバス利用料金が無料
　　コミュニティバスを無料で利用できます。バス降車時に運転経歴証明書又は運転免許の取消通知書を
　　提示してください。
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区分
受験者数 合格者数 採用者数

男性 女性 男性 女性 男性 女性

一般事務 19 18 1 3 1 3

保育士 4 ３ 1 1 1 1

保健師 0 6 0 1 0 1

計 23 27 2 5 2 5

（1）職員採用の状況 （令和 2 年度採用　単位 : 人）

区分 定年
退職

勧奨
退職

その他
合計

普通退職 分限退職 懲戒免職 失職 死亡退職 任期満了

一般行政職 1 0 3 0 0 0 0 0 4

技能労務職 1 0 0 0 0 0 0 0 1

合計 2 0 3 0 0 0 0 0 5

（令和 2 年度退職　単位 : 人）（2）退職者の状況　

（3）部門別職員数の状況　　 （各年４月１日現在　単位 : 人）

※部門別職員数は、一般職に
属する職員数であり、地方
公務員の身分を保有する休
職者などを含み、 臨時的任
用職員、非常勤職員を除き
ます。

※（　）内は、再任用短時間
勤務職員であり、外書きで
す。

部門
職員数

対前年 主な増減理由
令和 2 年 令和 3 年

一
般
行
政

議会 3 3 0
総務 37 37 0
税務 9 11 2 人員配置見直しに伴う増
民生 42 39 -3 機構改革等に伴う減
衛生 5 7 2 採用による増

農林水産 5 6 1 R2.4.2 付け採用者分の増

商工 3 4 1 人事異動により再任用短時間勤務職員から職員を配
置したため

土木 9 10 1 機構改革に伴う室の新設のため
小計 113(2) 117(4) 4(0)

特別行政 教育 24 23 -1 退職不補充による減

公営
企業等

下水道 3 3 0
その他 10 10 0
小計 13(0) 13(0) 0(0)

合計 150(2) 153(4) 3(2)

　１．職員の任免及び職員数に関する状況

　2．職員の人事評価の状況

評価の目的 職員の能力開発及び人材育成

評価種類
能力評価 職務に見合う知識・技術、能力の到達度及び一定期間の就業意欲・態度を評価

業績評価 一定期間内における仕事の実績、設定目標の達成度を評価

評価分類

被評価者 第１次評価者 第２次評価者

課長、会計管理者、事務局長、
参事等の管理職職員

副町長
（教育委員会においては）教育長
（議会事務局においては）議長

町長

上記以外の職員
職員の属する

課、出納室、事務局における
課長、会計管理者、事務局長

副町長
（教育委員会においては）教育長
（議会事務局においては）議長

対象職員 評価基準日（２月１日）現在の全職員
※会計年度任用職員、臨時的任用職員、短時間勤務再任用職員、派遣職員、評価基準日前３か月以上の勤務実績がない職員を除く。

（1）人事評価制度の概要

（２）人事評価結果の活用

令和 3 年４月１日現在

人事評価の結果は、任用、給与、分限その他の人事管理、又は人材育成の基礎として活用します。

基山町人事行政の運営等に関する状況について

※ (1)(2) 表中に教育公務員（割愛職員）、再任用職員、臨時的任用職員は含みません。

基山町職員の給与や定数は、地方公務員法・地方自治法に基づいて、町議会の議決により条例で定められています。町では
条例に基づき、給与制度や職員の定員管理について、厳正な運用に努めています。そこで、町職員の給与について町民の皆様
に理解していただくために、その主な内容をお知らせします。　　　　     ※問合せ先　総務企画課  給与係   ☎９２－７９１５

有
料
広
告
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（4）職員の初任給の状況 （令和 3 年４月１日現在）

区分 基山町 国

一般
行政職

大学卒 171,700円 182,200円

高校卒 150,600円 150,600円
技能

労務職 高校卒 147,900円 147,900円

区分 標準的な職務内容 職員数 構成比

１級 主事、主事補の職務 12 人 11.1％

２級 主任の職務 15 人 13.9％

３級 主査の職務 20 人 18.5％

４級 係長、主査（困）の職務 20 人 18.5％

５級 課長、参事、主幹の職務 24 人 22.2％

６級 課長、参事の職務 17 人 15.7％

（5) 一般行政職の級別職員数の状況 （令和 3 年４月１日現在）

※基山町の給与条例に基づく給料
表の級区分による職員数です。

※標準的な職務内容とは、それ
ぞれの級に該当する代表的な
職務です。

※課長とは、課長、議会事務局
長及び会計管理者のことです。

※（困）とは、困難な業務を行
う職種のことです。

区分
基山町 国

期末 勤勉 計 期末 勤勉 計
６月期支給率 1.275 月分 0.950 月分 2.225 月分 1.275 月分 0.950 月分 2.225 月分
12 月期支給率 1.275 月分 0.950 月分 2.225 月分 1.275 月分 0.950 月分 2.225 月分

計 2.550 月分 1.900 月分 4.450 月分 2.550 月分 1.900 月分 4.450 月分

（6）期末・勤勉手当の支給状況 （令和 3 年４月１日現在）

※退職手当の１人当たりの平均支給額は、前
年度に退職した全職種に係る職員に支給さ
れた平均額です。

※退職手当の支給率は、佐賀県市町総合事務
組合が規定する退職手当条例により定めら
れています。

（7）退職手当の支給状況 （令和 3 年４月１日現在）

区分 内容 国との異同

扶養手当 扶養親族のある職員 同じ

住居手当 借家若しくは借間に居住し、月額 16,000
円を超える家賃等を支払っている職員 同じ

通勤手当 交通機関を利用し、あるいは交通用具を
使用して通勤している職員 同じ

（8）その他の職員手当支給状況 （令和 2 年度一般会計決算）

区分 全職種

特殊勤務
手当

手当支給職員数の割合 6.8%
令和 2 年度支給総額 236,000 円

支給対象職員 1 人当たりの
平均支給額 23,600 円

代表的な手当の名称 徴税手当、伝染病防疫作業手当、
行旅病人又は行旅死亡人取扱手当

区分 金額 備考

時間外
勤務手当

令和
2 年度

支給総額　 36,195 千円
職員 1 人当たりの

平均支給額 259 千円

令和
元年度

支給総額　 46,226 千円 参議院議員選挙、町議
会議員選挙、町長選挙
時間外勤務手当を含む。

職員 1 人当たりの
平均支給額 328 千円

（9）特別職の報酬等の状況 （令和 3 年４月１日現在）
区分 給料月額又は報酬月額 期末手当支給割合
町長 給料月額 756,100 円 6 月期 1.675 月分

副町長 〃 618,500 円 12 月期 1.675 月分
教育長 〃 524,400 円 計 3.35 月分
議長 報酬月額 344,000 円 6 月期 1.675 月分

副議長 〃 280,000 円 12 月期 1.675 月分
議員 〃 256,000 円 計 3.35 月分

住民基本台帳
（令和 2 年度末現在） 歳出額（Ａ） 実質収支 人件費（Ｂ） 人件費率

（Ｂ／Ａ）
前年度の
人件費率

17,412 人 10,879,576 千円 194,330 千円 1,406,046 千円 12.9％ 13.7％

（1）人件費の状況 （令和 2 年度一般会計決算）
※人件費には、議会議員やその他

非常勤特別職の報酬、町長など
の特別職給与及び退職手当事務
負担金などが含まれます。

職員数（Ａ）
給与費 1 人当たりの

給与費（Ｂ／Ａ）給料 職員手当 期末・勤勉手当 計（Ｂ）

155(6) 人 558,616 千円 68,378 千円 222,034 千円 849,028 千円 5,273 千円

（2）職員給与費の状況 （令和 3 年度一般会計予算）

※職員数は、令和 3 年 4 月 1 日現在の一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者などを含み、特
別会計の計上職員、会計年度任用職員を除きます。また、職員数の（　）内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きです。

※職員手当には、児童手当・退職手当は含みません。
※給与費については、再任用短時間勤務職員、臨時的任用職員の給与費を含みます。

区分
一般行政職 技能労務職

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

基山町 314,500 円 375,600 円 41.8 歳 305,600 円 308,400 円 53.3 歳

国 325,827 円 407,153 円 43.0 歳 286,947 円 328,603 円 50.9 歳

（3）職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況 （令和 3 年４月１日現在）

※平均給与月額とは、給料
月額と諸手当（期末勤
勉手当、退職手当を除
く）を含んだ平均月額
です。

　３．職員の給与の状況

勤続期間
基山町 国

自己都合退職 勧奨・定年退職 自己都合退職 勧奨・定年退職
勤続 20 年 19.66950 月分 24.58688 月分 19.66950 月分 24.58688 月分
勤続 25 年 28.03950 月分 33.27075 月分 28.03950 月分 33.27075 月分
勤続 35 年 39.75750 月分 47.70900 月分 39.75750 月分 47.70900 月分
最高限度 47.70900 月分 47.70900 月分 47.70900 月分 47.70900 月分

１人当たりの平均支給額 1,467 千円 18,220 千円
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（4）育児休業の状況 （令和 2 年度末現在）

性別 男性 女性

育児休業取得者数 0 人 6 人

（2）職員の休日等

週休２日制 週休日は、日曜日及び土曜日
（交替等で勤務している職員の週休日は、各任命権者が別に定めています。）　

休日 国民の祝日に関する法律に規定する休日及び
12 月 29 日から翌年の 1 月 3 日までの日

（1）職員の勤務時間 （令和 3 年４月１日現在）

1 週間の勤務時間 開始時刻 終了時刻 休息時間 休憩時間

38 時間 45 分 午前 8 時 30 分 午後 5 時 15 分 無 正午～午後 1 時

※この勤務時間は一般的なものです。公務の運営上、特別の形態により勤務する必要のある職員
については、各任命権者が別に勤務時間の割振りを行っています。

（3）年次休暇の取得状況 （令和２年１月１日～令和 2 年 12 月 31 日）

総付与日数 総取得日数 対象職員数 平均取得日数 取得率

4,060 日 839 日 105 人 8.0 日 20.7％

※対象職員数には、派遣職員は含んでいません。

　４．職員の勤務時間、その他の勤務条件

（1）分限処分者の状況

分限処分とは、職員が一定の事由によってその職責を果たし得ない場合に、公務の遂行を確保
するためになされる職員の意に反する不利益な身分上の変動をもたらす処分をいいます。

令和 2 年度において、
分限処分該当はありませんでした。

懲戒処分とは、職員の一定の義務違反（法令違反、職務上義務違反又は職務怠慢、全体の奉仕者たる
にふさわしくない非行のあった場合）に対する責任を追及し、その制裁として行う処分をいいます。

令和 2 年度において、
懲戒処分該当はありませんでした。

（2）懲戒処分者の状況

　５．職員の分限及び懲戒処分の状況

服務に関する規定の状況 （令和 2 年度）

区分 内容 違反者数

法令等に従う義務
（地方公務員法第 32 条） 職員は、法令等に従い、かつ上司の命令に従わなければならない。 0 人

信用失墜行為の禁止
（地方公務員法第 33 条） 職員は、職の信用を傷つけ、又は職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。 0 人

秘密を守る義務
（地方公務員法第 34 条） 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 0 人

職務に専念する義務
（地方公務員法第 35 条）

職員は、その勤務時間中、職務に注意力のすべてを用い、その職務にのみ専念しなけ
ればならない。 0 人

政治的行為の制限
（地方公務員法第 36 条） 職員は、政治的活動に関与してはならない。 0 人

争議行為等の禁止
（地方公務員法第 37 条） 職員は、ストライキ等をしてはならない。 0 人

営利企業等の従事制限
（地方公務員法第 38 条）

職員は、許可を受けなければ、営利を目的とする会社その他の団体の役員を兼ね、若
しくは自ら私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業・事務にも従事してはならない。 0 人

※地方公務員法第 30 条では、すべての職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、職務遂行にあたっては全力でこれに専念しな
ければならないこととされています。この服務の基本原則を忠実に実行するため、職員には上記のような様々な義務や制限が課されています。

　６．職員の服務の状況

有
料
広
告
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（3）公務災害補償 （令和 2 年度申請分）

区分 公務災害 通勤災害

申請件数 0 0

認定件数 0 0

不認定件数 0 0

（1）健康診断の状況 （令和 2 年度）

健康診断の種別 受診者数

生活習慣病予防健診 108 人

胃検診 56 人

婦人検診 32 人

ＶＤＴ眼科健診 97 人

人間ドック 34 人

※職員の健康状態を把握し、生活習慣病などの健康障
害を早期に発見するため、労働安全衛生法等に基
づき、定期健康診断を実施しています。

（2）福利厚生事業

（令和 2 年度）

事業名称 事業内容 実施主体 決算額

団体生命共済事業 死亡時に弔慰金
150 万円を支給 全国町村会 693,000 円

職員の生活の安定と勤労意欲の向上を図り、職務に専念できるよう、定期保険
契約を締結し、その保険料を助成しています。

（4）勤務条件に関する措置の要求の状況

措置要求制度は、職員から給与、勤務時間、その他勤務条件に関し適当な行政上の措
置を求める要求があった場合、公平委員会が必要な審査をした上で判定し、あるいは
必要な措置の勧告を行う方法で事案の解決に当たるものです。

令和 2 年度において、
措置要求はありませんでした。

（5）不利益処分に関する審査請求の状況

審査請求の制度は、職員から分限処分（その意に反して、休職、免職その他不利益な
処分）又は懲戒処分を受けたとして審査請求があった場合に、公平委員会が事案ごと
に審理を行い、処分を承認し、又は修正し、若しくは取り消す判定を行うものです。

令和 2 年度において、
審査請求はありませんでした。

　９．職員の福祉及び利益の保護の状況

※このほかにも、各専門業務に関する派遣研修、職場研修として職場内において日常業務を通じ、職員にその職務の遂行に必要な
知識・技能等を習得させるための研修を行っています。

研修の状況
職員の勤務能率の向上及び増進を図るため各種研修を実施しています。主なものは次のとおりです。 （令和 2 年度）

研修名 対象者 期間 人数 研修先

市町新規採用職員研修 新規採用職員 4 日間 7 人 佐賀県町村会

市町職員新任係長研修 新任係長 2 日間 2 人 佐賀県市町村振興協会

税務初任者研修 新任税務課職員 2 日間 4 人 佐賀県市町村振興協会

公共 MBA 研修（初級コース） 希望職員 2 日間 1 人 佐賀県市町村振興協会

人事評価制度研修 全職員 1 日間 97 人 基山町

　８．職員の研修の状況

　７．職員の退職管理の状況（令和 2 年度）

地方公務員法の一部改正（平成 28 年 4 月 1 日施行）に伴い規則を制定し、職員の退職管理に努めています。

有
料
広
告
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問福祉課　保険年金係　☎９２－７９３４

14 日以内に手続きをしましょう！

　就職又は退職をした場合は、国民健康保険と国民年金の手続きが必要になる場合があります。
▽就職したとき
　　国民健康保険以外の健康保険を取得された場合は、国民健康保険を喪失する手続きが必要です。国民健康
　保険を喪失する手続きが遅れると、国民健康保険税が課税されたままになり、社会保険料と両方を納めてい
　る状態になります。
　　また、国民健康保険以外の健康保険を取得された後に、国民健康保険の被保険者証を使って受診された
　場合、医療費を国民健康保険へ返金していただくことがありますので、ご注意ください。
▽退職したとき
　　職場の健康保険をやめた場合は、国民健康保険・国民年金へ加入する手続きが必要です。職場の健康保険
　を任意継続する場合や、家族の職場の健康保険等の被扶養者になる場合でも、国民年金への加入の手続きは
　必要な場合があります。
　　国民健康保険税・国民年金保険料は、加入する手続きをした日からではなく、職場の健康保険をやめた日ま
　でさかのぼって納めていただきますので、ご注意ください。
※手続きに必要なものについては、福祉課保険年金係へおたずねください。

　就職又は退職をした場合は、国民健康保険と国民年金の手続きが必要になる場合があります。

第三者行為でケガや病気をしたときは必ずお届けを！
問福祉課　保険年金係　☎９２－７９３４

国民健康保険に加入の方へ

　交通事故、暴力行為、飲食店での食中毒など、第三者（加害者）の行為が原因で、ケガや病気をした場合の
医療費は、原則として加害者が負担すべきものです。
　保険証は、第三者行為によるケガや病気の治療にも使うことができますが、その場合、必ず保険者（基山町）
へ届け出る義務が発生します。
　届け出ることにより、保険者が医療費の一部を加害者へ請求します。届け出る前に示談が成立したり、相手
から治療費を受け取っていたりすると、保険証を使用できない場合がありますので、示談をする前に、必ずご相
談ください。
　医療費は、国民健康保険税で賄われている大切な財源から支払っています。第三者行為によるケガや病気を
したときは、必ず届出をお願いします。

〈保険証を使用した場合〉

医療費（自己負担分）
の支払い

医療費（立替分）
の請求

医療費の
支払い（立替）

医療費（自己負担分）・
休業補償等の請求

被害者
（被保険者）

加害者
（損害保険会社等）

医療機関

基山町
（保険者）

第三者行為による
傷病届の提出

国民健康保険・国民年金の手続きは忘れずに！
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福祉課　Information

▽国民年金保険料の産前産後期間の免除制度とは？
対象となる方が申請されると、出産前後の一定期間の国民年金保険料の納付が免除される制度です。

　免除された期間は、国民年金保険料を全額納付したものとして将来の年金受給額に反映されます。
　申請時に必要な書類等についてはおたずねください。
▽対象となる方
　「国民年金第１号被保険者」で出産日が平成 31年２月１日以降の方（妊娠 85日以上での死産、流産、早産を含む）
▽免除される期間

出産予定日又は出産日が属する月の前月から４か月間
　（多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の３か月前から６か月間）

産前産後期間の免除制度について
国民年金保険料

申問佐賀年金事務所　☎０９５２－３１－４１９１、福祉課　保険年金係　☎９２－７９３４

医療費の窓口負担割合が変わります
後期高齢者医療制度に関するお知らせ

　後期高齢者医療保険（75 歳以上の方等）に加入されている方が、医療機関等で受診したときの現在の窓口負
担割合は、１割又は３割です。負担していただく割合は、保険証に記載されています。
　令和４年 10 月１日から、一定以上の所得がある方は、現役並み所得者（窓口負担割合３割）を除き、窓口負担
割合が２割に変更になります。変更対象の方は、後期高齢者医療保険に加入されている方全体のうち約 20％の
方です。
　世帯の窓口負担割合が２割の対象となるかどうかは、75 歳以上の方の課税所得や年金収入をもとに世帯単位
で判定します。判定後、令和４年９月下旬に後期高齢者医療広域連合から保険証を送付します。

区分 医療費
負担割合

現役並み所得者 3 割

一般所得者等※ 1 割

区分 医療費
負担割合

現役並み所得者 3 割

一定以上
所得のある方 2 割

一般所得者等※ 1 割

令和４年 9 月 30 日まで 令和４年 10 月 1 日から

※住民税非課税世帯の方は基本的に１割負担となります。

▽窓口負担割合の変更の背景
・令和４年度以降、団塊の世代が 75 歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれている。
・後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約４割は現役世代の負担であり、今後も拡大していく見通しである。
・窓口負担割合の見直しにより、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくため。

◆詐欺にご注意ください！
・厚生労働省や地方自治体が、電話や訪問で口座情報登録をお願いすることや、キャッシュカード、通帳等をお預
   かりすることは絶対にありません。
・ATMの操作をお願いすることは絶対にありません。
・不審な電話があったときは、最寄りの警察署や警察相談専用電話（＃ 9110）、又は消費生活センター（188）に
   お問い合わせください。

窓口負担割合が２割となる方への
配慮措置

令和４年 10 月１日の施行後３年間（令和
７年９月 30 日まで）は、２割負担にな
る方について、１か月の外来医療の窓口
負担割合の引き上げに伴う負担増加額を
3,000 円までに抑えます（入院の医療費
は対象外）。

問佐賀県後期高齢者医療広域連合　☎０９５２－６４－８４７６、福祉課　保険年金係　☎９２－７９３４
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　犬を飼う方には、狂犬病予防法において、犬の登録（生涯に１回）と狂犬病予防接種（毎年１回）を受けさせるこ
とが義務付けられています。狂犬病は発症すると動物だけでなく人間も100％死亡してしまう恐ろしい病気です。室
内で飼っていても必ず接種しましょう。
　狂犬病予防集合注射を開催します。接種率が下がると次年度の集合注射会場の設置が困難になりますので、ぜひ
集合注射をご利用ください。集合注射を利用できない方は、動物病院で接種してください。接種後は、動物病院で
交付される証明書を持参し、役場で狂犬病予防注射済票の交付（550 円）が必要です。
※未登録や予防注射未接種の場合は、20万円以下の罰金が科せられます。

日程 時間 場所
４月 8 日（金） 午後１時 30 分～ 2 時 30 分 基山町保健センター西側

４月 10 日（日） 午前９時～ 10 時 基山町保健センター西側

４月 12 日（火） 午前 10 時～10 時 30 分 弥生が丘まちづくり推進センター

４月 24 日（日） 午前９時～ 10 時 鳥栖市役所

令和 4 年度 狂犬病予防集合注射日程表

※鳥栖市、みやき町、上峰町の集合注射会場でも接種を受けることができます。
　日時や場所等の詳細は、各市町にお問い合わせください。
　（ただし、新規登録の手続きや狂犬病予防注射済票の交付は基山町役場にお越しください）

狂犬病予防集合注射をご利用ください
問まちづくり課　生活環境係　☎９２－７９４１

令和 4 年度

やよいがおか 鹿毛病院

八ツ並
公園

まちづくり推進センター

やよいが丘保育園
ホーム
寿楽園

まちづくり推進センター位置図

（鳥栖市弥生が丘２丁目 146-3）

基山駅前送迎用駐車場は令和４年４月１日から有料駐車場になりま
す。駐車場使用料金の詳細は右表のとおりです。
　３月22日から工事を行う予定としており、工事期間中は送迎用駐車
場の使用ができなくなります。工事の詳細な日程が決まり次第、現地に
案内板を設置しますので、町民の皆様のご理解とご協力をよろしくお願
いします。

基山駅前送迎用駐車場の使用制限について
問建設課　公共工事計画室　整備・管理係 ☎９２－７９６３

石井行政書士事務所
相続・遺言・遺産分割協議書の作成

成年後見（任意後見）・農地転用許可

申請取次に関する資料作成・帰化申請等

会社設立・知的資産経営報告書作成支援

行政書士

〒８４１－０２０１ ☎０９４２－４８－５０４４
基山町大字小倉３３２番地３２（高島団地北2丁目）

（全国相続協会相続支援センター・ 三養基郡基山相談室）

石　井　貞　好

〈　ご相談・お問い合わせ先　〉

有
料
広
告

▽集合注射に必要なもの
①注射料及び注射済票交付手数料（3,250 円 / １匹）　

　　未登録の犬は、別途、登録手数料（3,000 円）が必
　　要です。お釣りが無いよう、ご協力をお願いします。
　②問診票記入済みの案内はがき
　　はがきは、登録されている飼い主に３月下旬に送付
　　します。
▽届出が必要なこと

次の場合は、役場への届け出が必要です。
　・犬が死亡したとき　・住所、飼い主が変わったとき

▽集合注射時の注意事項
・犬の体調が悪いときは、注射前に獣医師にお伝えく

　　ださい。
・過去には、県内の集合注射会場で、咬傷事故が発生し

　　ました。会場には犬を制御できる方が必ずお越しくだ
　　さい。
　・フンの後始末は飼い主が責任を持って行ってくださ
　　い。（掃除用具の持参をお願いします）
　・時間厳守でお願いします。
※新型コロナウイルス感染症予防の為、マスク着用での

ご参加をお願いします。また、発熱や体調不良の方は
個別注射（動物病院）の接種をお願いします。

午前７時
～午後５時

午後５時
～午後８時

午後８時
～午前７時

最大
料金

６００円
（１回限り）

最大料金
なし

５００円
（１回限り）

基本
料金

６０分/
１００円

３０分/
１５０円

６０分/
１００円

※入庫から20分未満に出庫する場合は無料

【駐車場使用料金】
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福祉タクシー利用助成券を交付します
令和 4 年度

　在宅の心身障がい者（児）の方の日常生活圏の拡大や社会参加の促進などを目的として
タクシー料金の一部を助成しています。
　この助成を受けるための福祉タクシー利用助成券の交付を希望される方は、申請手続きを行ってください。
▽対象者
　町内に住所を有し、次の①から③のいずれかに該当する在宅の心身障がい者（児）
　①　身体障害者手帳の１、２級をお持ちの方　　　　　②　療育手帳のＡ、Ｂをお持ちの方
　③　精神障害者保健福祉手帳の１、２級をお持ちの方
　※自動車税、軽自動車税の減免を受けている方や、入院中又は施設入所中の方は対象外となります。
　※対象者への個人通知は行っておりません。
▽利用助成券の内容
申請日の属する月から当該年度末までの月数に３を乗じた枚数（透析治療を受けている方には６を乗じた枚数）
の福祉タクシー利用助成券を交付し、１回の利用につき基本料金分を助成します。リフト付きタクシー利用助成
券もあります。

▽申請に必要なもの　　
　対象者に該当する手帳、印鑑（認印）　※旧タクシー利用助成券（さくら色）をお持ちの方は返還してください。
▽申請受付開始日　　３月25日（金）から随時受付

申問 福祉課　障がい福祉係　☎９２－７９６４

令和 4 年度
病後児保育の事前登録を受け付けます
申問 基山町保健センター　☎８５－９０９５

　基山町病後児保育事業室では、病気やけがの回復期の子どもを一時保育します。
事前登録は年に 1度必要です。令和４年度の利用をご検討される方は、令和４年
度の事前登録を随時受け付けます。事前登録は通園中の町内保育園でも行えます。

1. 利用対象者　　次のすべてに当てはまる方
・町内に住所がある者又は町内の小学校、保育園、幼稚園その他類似施設に通う、生後６か月から小学校

３年生までの子ども
・病気やけがの回復期であり、かつ、集団保育が困難な期間にある子ども
・保護者の就労や病気などにより家庭で保育を行うことが困難な子ども

4. 利用料
利用時間 利用料

６時間以内 1,000円
６時間を超える場合 2,000円

5. 給食
１人あたり：230 円 / 日（希望者のみ）

※アレルギー食及び離乳食対応はできません。

※間食は提供できませんのでご持参ください。

2. 開館日時 3. 保育場所
月～金曜日（※土・日曜日、祝日、年末年始を除く）
午前 7時 15分～午後 6時 基山町病後児保育室（保健センター北側）

6. 利用の手続き
　次の手続きがすべて必要です。原則、前日までにお済ませください。

◆利用者事前登録
保健センターまたは
町内保育園へ必要書
類を提出。

◆利用予約
利用前に、保健センター
へお電話ください。（空き
状況の確認を行います）

◆医師の受診
かかりつけ医を受診し、「診療情報提
供書」※を発行してもらってください。
※回復期の確認及び、病状確認

◆利用申請及び
　利用料納付
利用前までに申請書
等を提出してください。
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　昨年 10月から集落支援員として着
任しました。
主な活動内容は、
① 基山 PA売店「基山ふるさと名物市

場」の販売支援
② 基山町内生産者様の作業支援
③ 基山町内生産物からの新商品開発
（六次化）支援

④ 基山草スキー場保全管理
　基山町の美味しい素材を広く PRす
る為に、生産者と消費者の懸け橋にな
れるように日々活動しています。

　令和 2年 9月に着任し、主に観光振
興の業務に携わっています。
　今年度の主な活動は基山町の観光サ
イト「きままにきやま」での情報発信、「JR
ウォーキング」や「基山PA特産品フェア」
等のイベントのサポート、TV局や月刊
誌等の取材対応を行いました。
　また、『多くの方に基山町に訪れて満
足していただくこと』を移住者目線での
発信、提案を重視して活動を行っていま
す。
　今後も『訪れる人にも満足度No.1の
まち基山』を実現できることを目標に取
り組んで行きたいと思います。

今年の 12月で私の任期は満了となり
ます。ということは、今回の報告会が
皆さんの前でお話しできる最後のチャ
ンスです！そもそも “協力隊 ”とは？
今回はそんなこともお伝えできたらと
思っております。
＊協力隊２年目で私が取り組んだこと
＊最後の一年で取り組もうとしている

こと
＊退任後、私がやろうとしていること
あらゆる試練の中、無事に今日まで活動
が出来たことに深く感謝し、隊員最後の
日まで基山町の地域おこし協力隊として
全力で進んで参りたいと思います。

　基山町役場による、無料職業紹介所
の業務を担当しています。
　平成30年 6月から設立準備を始め、
平成 30年 12月に職業紹介業務を開
始し、今年令和 4年 3月で 3年 4か
月経ちました。
　求職や求人の多くの方とお話しし
て、ご希望に出来るだけ近い情報を探
して、ご提案しています。昨年１月に
役場正面入口の右側に移動しました。
　お客様から落ち着いて話ができると
非常に好評です。今は約 1週間に 1人
程度の割合で採用が決まっています。

　昨年 4月より集落支援員として着任
しましたが、今年度はコロナ禍という
こともあり、新型コロナワクチン接種
業務を担当して参りました。
　1回目、2回目のワクチンの接種率
も向上した段階で、生活課題を抱えた
高齢者の方が孤立することが無いよう
サポートするため、高齢者世帯の個別
訪問も開始していますが、今後もワク
チン接種業務を担いながら、高齢者世
帯の個別訪問で課題・ニーズの調査を
進め、集落支援員の使命である地域支
援活動にも携わっていきます。

　基山町では地域おこし協力隊、集落支援員が
地域の活性化や連携強化のための活動を行って
います。その活動内容を多くの皆さまに知って
いただくため、活動報告会を開催します。
ぜひお越しください。
▽日　時　３月 23日（水）　
　　　　　午後１時 30分～ 3時 50分（予定）
▽場　所　基山町民会館　小ホール
▽報告者　地域おこし協力隊、集落支援員

集落支援員

堤　和夫

地域おこし協力隊

関野  誠

地域おこし協力隊

小野  やよい

集落支援員

福永  修一

集落支援員

中尾　吉文

問 産業振興課　☎９２－７９４５活動報告会を開催します
基山町地域おこし協力隊・集落支援員

有
料
広
告
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町では、こどもの健康カレンダー・予防接種
カレンダーを作成しています。ぜひご利用ください。

■設置場所
基山町保健センター、
住民課・こども課窓口（役場１階）

ご案内
令和 4 年度
こどもの健康カレンダー

問 基山町保健センター　☎８５－９０９５

こどもの健康カレンダー
乳幼児健診や子育てに関する教室、フッ素塗布の
年間の日程を掲載しています。

予防接種カレンダー
各種定期予防接種や実施医療機関の情報を掲
載しています。なお、このカレンダーは、
予防接種法改正等の情報を
反映しており、４月１日以降
に設置予定です。

オレンジカフェのご案内

実施日 場所 主な内容

3 月 24 日
（木）

基山ＳＧＫ
交流プラザ

防犯・消費生活相談について　
講師「役場住民課 山田 知美 氏」

3 月 25 日
（金）

ＧＨ風の
ふく丘
三ヶ敷

健康体操「生命の貯蓄体操」
丹田呼吸って？　
講師 「生命の貯蓄体操インストラク
ター 尼寺 はつみ 氏」

3 月 28 日
（月）

まちなか
公民館

リズムダンス　
講師「佐賀県リズムダンス研究会
インストラクター 古賀 文子 氏」

オレンジクラブ基山では、下記の日程でオレンジカフェを開催
します。ここでは、おしゃべり、健康体操、味噌作り、健康学
習など楽しいことをしながらもの忘れ予防をしています。
誰でも参加できます。楽しい時間を一緒に過ごしましょう。※申
し込み不要、当日会場にお越しください。参加費は100 円です。

※時間はすべて午前 10 時～11時 30 分です。
問☎８２－７４９５（緒方）☎９２－６４７３（木脇）

ご案内

ＡＴＭで還付金の手続きは詐欺です！！
介護保険料の還付金があるので、

ＡＴＭに行ってください。

役場職員を

名乗る犯人

今から行きます！

お振込みボタンを押してください。

お客様番号を言うので、
押してください。

「××××××」

お引出し 残高照会

お預入れ 通帳記帳

お振込み

お振込金額 ××××××

1 2 3

4 5 6

7 8 9 0

万

千

円円

×××××× 4 5 6

7 8 9 0
そのお客様番号は

「振込金額」ですよ！

電話でお金の話は、匿名でも構いませんので、

警察に相談してください。

鳥栖警察署　☎８３－２１３１

問 住民課 くらしの安心・安全係　☎８５－８１７１
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コ ラ ム
交通安全コラム Vol.32
守ろう！自転車安全利用五則 問 住民課 くらしの安心・安全係　

　 ☎８５－８１７１

有
料
広
告

　自転車は、道路交通法では軽車両に位置付けられており、「車のなかま」です。
　自転車に乗るときの基本ルール「自転車安全利用五則」を守り交通マナーを実践するなど安全運転を心がけま
しょう。また、車の運転者も歩行者も自転車のルールを知り、お互いを思いやり、安全を心がけましょう。

自転車安全利用五則

自転車は、車道が原則、歩道は例外※１

道路交通法上、自転車は軽車両です。歩道と車道の区別のあるところは、車道通行が原則です。
※自転車が歩道を通行することができる場合
・道路標識等で通行できることとされている場合
・運転者が児童・幼児（13 歳未満）または 70 歳以上の場合
・運転者が安全に車道を通行できない程度の身体の障害を有する場合

車道は左側を通行２

自転車は道路の左側に寄って通行しなければなりません。
右後ろから来る車にも注意しましょう。

歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行３

歩道を通行するときは、歩道の中央から車道寄りをすぐに停止できる速
度で走行し、歩行者の通行を妨げないようにしましょう。

交通ルールを守る４

●飲酒運転 ●二人乗り ●併進

子どもはヘルメットを着用５

児童・幼児（13 歳未満）の保護責任者は、児童・幼児に乗車用ヘルメット
をかぶらせるようにしましょう。

●夜間の無灯火

夕暮れ、夜間はライトを点
灯し、反射材を追加するな
ど、自分の存在を周囲に知
らせましょう。

●一時不停止

自転車の交通事故の多くは、
交差点で発生しています。交
差点での信号遵守・安全確認
をしっかりと行いましょう。
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町からのお知らせ

問 住民課 くらしの安心・安全係　☎８５－８１７１

コ ラ ム テレビショッピング返品条件をよく確認！
消費生活コラム Vol.28

【参考：独立行政法人国民生活センター発行　見守り新鮮情報　第４１３号より】

【事例】
テレビショッピングで「１週間以内返品可能」と言っていたマッサージチェアを
購入した。うまく使えないため返品を申し出たが「通電した商品は返品できない。
テレビ画面でも表示している。」と言われた。番組を録画していたので確認した
ところ、最後に小さな文字で表示されていたが、気付かなかった。使用しないと
使い心地は分からない。返品したい。（当事者：70 歳代　女性）

・テレビショッピングでは、番組内で「返品可能」などと紹介されていても、「未開封・未通電に限る」など、様々な
条件が付いていることがあります。

・番組内では重要事項の表示が小さかったり、表示時間が短かったりすることもあります。商品の印象や価格のお得
感ばかりに気を取られず、冷静に判断することが大切です。

・テレビショッピングなどの通信販売にはクーリング・オフ制度はなく、返品については事業者の定めたルールに従
うことになります。電話で注文する際には、オペレーターに返品条件などを改めてしっかり確認しましょう。

◎困ったときは、すぐに消費生活相談窓口等にご相談ください。

【ひとこと助言】 　　

　令和４年３月６日（日）に開催を予定しておりました、第５回きやまジュニアダンスフェスティバルは、新型コロナ
ウイルス感染症まん延防止等重点措置の延長に伴い、３月 30 日（水）に延期します。
　皆さまのお越しをお待ちしています。　　

お知らせ 第５回きやまジュニアダンスフェスティバルの
開催を延期します！

日時
３月30日（水）　開場：午後 4 時 30 分 会場 基山町民会館　大ホール
◆キッズ部門　　開演：午後 5時 観覧 全席自由
◆ジュニア部門　開演：午後 6 時 入場料 無料

※注意事項
・新型コロナウイルス感染防止のために、観覧席を100 席に制限します。
　また、観覧は町民の方限定とさせていただきます。
・当日はマスクを必ず着用し消毒にご協力ください。
・当日、体調がすぐれない方は、来場をご遠慮ください。
・大ホール親子室はご利用できませんので、ご了承ください。
・新型コロナウイルスの状況により、急遽中止とする場合がございます。
　ホームページや基山町公式 LINEに実施についての情報を掲載します。各自ご確認の上、ご来場ください。

※開演時刻が前後する
場合がございます。

まち
の話題

問 まちづくり課　文化・スポーツ係　☎９２－７９３５

第６回定期囲碁大会結果
　２月 13 日（日）、基山町民会館で第６回定期囲
碁大会が開催され、16 名の方が参加されました。
　結果は次の通りです。

【A パート】
優勝　天本　昇三
２位　杉野　静雄
３位　渡辺　幸治
４位　浅井　篤
５位　丸山　忠雄

【B パート】
優勝　横路　重己
２位　渡辺　孝明
３位　秋友　正弘
４位　原　五人
５位　古結　健次問基山町文化協会加盟団体　

　 基山囲碁クラブ（天本） ☎９２－６４５０
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情報コーナー

まち
の話題

問 定住促進課　歴史のまち推進係　☎９２－７９２０

住吉神社（歴史的風致形成建造物）の
保存修理工事が行われました

　町では、平成 31 年 1 月に基山町歴史的風致維持向上計画を策定し
ており、計画で定めた重点区域において歴史的風致の維持及び向上の
ためにその保全を図る必要があると認められた建造物を歴史的風致形
成建造物に指定しております。
　今回、町が指定した歴史的風致形成建造物のひとつである住吉神社
において、経年劣化により老朽化した石造物をかつての状態に再現する
ことを目的とした保存修理工事が行われました。
　保存修理工事は１月末に完了し、２月
23 日に地元住民の方々により往年の姿
に戻った住吉神社のお披露目会が行わ
れました。基肄城跡周辺に行かれる際
には、水門横にある住吉神社まで足を
のばしてみてはいかがでしょうか。

【住吉神社　歴史的風致形成建造物第１号】
住所：基山町小倉 2555 番地
住吉神社は、神殿・灯籠・鳥居・狛犬等
の石造物で構成された神社で、18 世紀
後期に建造されたと言われており、古く
からお潮井採りの場とされるなど地元住
民に親しまれておりました。

犬・猫の多頭飼育は届出が必要です
鳥栖保健福祉事務所

　佐賀県では、平成 20 年から動物
の健康と安全を守るために「佐賀県
動物の愛護及び管理に関する条例」
において、生後 90 日以上の犬及び
猫を合わせて６匹以上飼っている方
に対して、保健福祉事務所への届出
を義務付けています。
　多数の犬及び猫を飼う方は、その
動物の習性等をよく理解し、適切な
飼育を行ってください。また、鳴き
声や臭いなどによって周辺住民の方
に迷惑をかけないように努める必要
があります。
問合せ先  鳥栖保健福祉事務所
☎８３－２１６２

基山空手道クラブ
大会結果

問 基山町少年スポーツ育成協議会
　  加盟団体　基山空手道クラブ（原）　
　  ☎０９０－５２９１－７９０３

１月 16 日（日）に佐賀県総合体育館で開
催された第５回佐賀県ジュニア空手道錬成
大会に出場し、結果は次のとおりでした。

【組手競技】
４年男子　優勝　　寺島　聖真
６年男子　準優勝　荒巻　悠真

【形競技】
４年男子　３位　　寺島　聖真
６年男子　３位　　荒巻　悠真

会員募集♪
日時　火曜日・木曜日　午後７時～９時
　　　土曜日　午後６時～ 8 時
場所　総合体育館武道場

受講生募集
久留米地区職業訓練協会

電話予約後、申込書 ･ 案内書をお送りしますので、ご入金をお願いします。
先着順に受付、定員になり次第締め切りとさせていただきます。各コース受
講料が必要です。各受講料の詳細はお問合せ先までご連絡ください。
会場  久留米地域職業訓練センター

【医療従事者向けセミナー】
日時  3 月 23 日（水）午後 2 時～ 5 時
内容  診療報酬改定に備えよう　定員  15 名　対象者  医療従事者

【テーマ別 5 時間講座エクセルを使ったビジネス文書作成講座 2】
日時  3 月 26 日 （土）午前 10 時～午後 4 時　
内容  名簿・住所録の作成　定員   15 名　対象者  文字入力ができる方

【テーマ別 5 時間講座 Scratch で学ぶプログラミング講座】
日時  3 月 26 日（土）午前 10 時～午後 4 時
内容 プログラミングの基礎知識と Scratch について
定員  15 名　対象者  文字入力ができる方
問合せ先　久留米地域職業訓練センター　☎４４－５２０１
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勇気ある行動を！救命講習を受講しましょう！
　鳥栖・三養基地区消防事務組合では、毎月１回、鳥栖消防署と西消防署で交互に救命講
習を実施しています。救急隊が到着するまでの間、そこに居合わせた方の救命手当が、倒れ
た方の命を救います。大切な家族、友人知人の命を守るため救命講習を受講してみませんか？
　受講に際し、新型コロナウイルス感染防止対策として、①マスク着用、②手指消毒、③体
温測定、④当日の体調確認を実施し、一定の距離を置くなどの感染予防対策を行い開催い
たしております。ご不便をおかけしますが、感染拡大防止にご理解ご協力のほど宜しくお願
い致します。

▽救命講習定期開催日時
 本年度の当消防本部の普通救命講習定期開催については、新型コロナウイ

ルス感染拡大により実施を見送っております。なお、令和４年度の普通救命

講習定期開催は現在未定となっております。 開催日程等決定しましたら、当消防本部

ホームページにてお知らせします。

※令和３年４月より、定期開催の方法が変わりました。詳しく
は当消防本部のホームページをご確認ください。ご不明な点が
ございましたら、下記問合せ先までご連絡ください。
※受講料は無料です。受講後に修了証を交付します。

ホームページは▽

こちら

季節の変わり目に体調管理のご注意を

問合せ先  基山分署消防係　☎９２－７９１１

　３月～４月というのは、寒暖の差が大きい時期であり、さらに年度の変わり目を迎える
時期。転勤、部署移動、就職、進級、進学など、環境の変化が重なる時期で、
精神的なストレスも大きくなりがちです。
◯体調不良の原因は？
　寒暖差が激しい季節の変わり目は、「自律神経の乱れ」が体調不良最大の原
因と言われています。自律神経には、日中や活動時に働く交感神経と、夜間やリラックス
時に働く副交感神経があります。この２つの神経は、体温・発汗の調整、呼吸、循環、代
謝などをコントロールしていますが、激しい寒暖差が起こると、頻繁な体温・発汗の調整
を余儀なくされます。これが、交感神経と副交感神経のバランスが崩れる「自
律神経の乱れ」を起こすメカニズムです。
◯季節の変わり目対策を！
　これからの季節、次の５つのポイントに気を付けてみてください。
１. 普段より多めの睡眠、２. 生活のリズムを整える、３.リラックスする時間を持つ、
４. 運動する習慣、５. 栄養バランスに配慮する
　これら以外にも、趣味に打ち込むなど適度なストレス解消もおすすめです。体調が悪い
と感じたら、しっかり休養を！

編集後記
今回の表紙は、らんま先生の

eco 実験パフォーマンスの様子

です。たくさんの実験パフォー

マンスのほか、海外や日本が抱

える環境問題のお話をしていた

だき、非常に勉強になる有意義

な時間でした。（N）

寄附ありがとうございました （敬称略）
基山町社会福祉協議会へ
[ 香典返し ]
・吉田　一臣　けやき台４（亡 葉子）　   
・八田　孝明　玉虫１（亡 チヨミ）
・山口　喜久代　きやま台６ ( 亡 健一 )  
・原　洋子　長谷川 ( 亡 廣來 )
・久保山　正人　永田２ ( 亡 トキエ )　  
・黒岩　淳子　北本桜４（亡 大地）
・熊本　三惠子　上原（亡 トシヱ）          
・草野　俊郎　きやま台３( 亡 孝子）
・酒井　キヌヨ　きやま台 10（亡 武彦）
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開館時間：午前９時～午後６時
休館日：月曜日、年末年始、
　　　　特別整理期間

基山町立図書館
住所  基山町大字宮浦 60-1
☎ ９２−０２８９
HP https://www.kiyama-lib.jp/

今月の新刊♪

　江戸時代に松尾芭蕉によって書かれた紀行
文『おくのほそ道』の内容や俳句を豊富な写
真とイラストで紹介する、『おくのほそ道』辞
典の決定版！国語の教科書に登場する『おくの
ほそ道』をより深く、楽しく知ることができます。
俳句の季語や意味も掲載！

日 月 火 水 木 金 土
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 ＊ ＊
＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

4
月

3
月

佐々木　正美／著 大和書房／刊

佐々木正美が悩めるお母さんに遺した言葉 
乳幼児から学童期までの子どもの悩みに、
優しくも厳しく、温かい、メッセージ。
最期に遺した珠玉の言葉。

子育てに迷ったときの
お母さんへの言葉

佐藤　勝明／監修  
あかね書房／刊

焼くだけで絶品
グリルレシピ

トヨタグループで

学んだ誰にでも

伝わる図解資料

作成術！

認知症家族に
寄り添う介護

しやすい家づくり

写真で読み解く
おくのほそ道
大辞典

 森川　翔／著
自由国民社／刊

：休館日

　実際に二世帯住宅で認知症の家族と暮
らし始めた著者と、介護、住宅、インテリ
アの専門家 3 名が、認知症患者に表れる
症状とそのための対策を紹介する。

堀越　智／編著
日刊工業新聞社／刊

ジョブ型時代を勝ち抜くキャリア
戦略 　給与ＵＰ＆昇進を実現！　

中川　浩／監修・著

おひとりさまの終活準備ＢＯＯＫ 　
始めた人から “ 安心 ”

酒井　富士子／著

シニアのクイズ＆クロスワードパズ
ルで楽しく脳トレ

脳トレーニング研究会／編　

下北沢であの日の君と待ち合わせ
神田　茜／著

モヤモヤするけどスッキリ暮らす
　　　　　　 岸本　葉子／著

多品目・多品種ベリー栽培で成功する！！　　　　　
小尾　能敏／著

一期一会の人びと
五木　寛之／著

　グリルはおうちの中でできるバーベキュー。
肉も魚も野菜も、高熱で焼けばぐっとおいし
くなること間違いなし。とくに、チキンとハン
バーグが絶品なので、魚を焼くぐらいでグリ
ルを使いこなしていない人にぜひ試していた
だきたい 1 冊。

　話し下手でもプレゼンがうまくいく簡単な資
料作成術を徹底解説。パワポの四角と矢印を
使えばだれでも簡単に伝わる資料がつくれま
す。わかりやすい資料をつくれば、それにそっ
て説明を行うだけでだれにでも即座につたわ
るようになります。

武蔵　裕子／著
新星出版社／刊

草取りボランティアのお知らせ

毎月手をつなごう図書館の会が
図書館周辺の草取りを行ってい
ます。4 月は 5 日（火）で時間
は午前８時 30 分から９時 30 分
です。会員の方でなくてもご参
加いただけます。ご協力お願い
します。

図書館開館６周年
記念イベント

　新しい基山町立図書館は、平
成 28 年４月１日に開館しまし
た。今年も、開館を記念してイ
ベントを開催します。
日時：４月２日（土）
【屋外イベント】読書の丘
午前 11時開始（１時間程度）
・トッコラートミニコンサート
・表現の絆みらいダンスパフォー
  マンス

【屋内イベント】多目的室
スケルトンリーフしおり作り

参加費無料、事前申込み必要
※詳しくは図書館までお問い合

わせください。

午前 11 時より
天心園パン工房出店

（売り切れ次第終了）
天心園パン工房出店




